
～松浦市医療人材確保支援事業補助金について～ 

 

 市内の医療機関における人材の安定的な確保を図るため、新たに市内の医療機関に勤務されれ

る方に対して、補助金を交付します。 

 

１．ホームページ掲載場所 

（１）ＵＲＬ https://www.city-matsuura.jp/top/purpose/kenko/9170.html 

（２）検索方法 ホーム ＞ くらし・手続きサイト ＞ 目的から探す ＞ 健康・医療 

 

２．申請方法 

 郵送又は持参にて申請ください。 

 郵送・持参先：〒８５９－４５９８ 松浦市志佐町里免３６５番地 

         松浦市健康ほけん課（医療人材確保）宛て 

 

３．交付対象者 

 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの期間に、正規職員の看護師、准看護師、看

護助手（看護補助加算の対象者に限る）として新たに市内の医療機関（病院、診療所。ただし市

立のものを除く）に就職された方で、次の（１）から（３）の要件全てを満たすこと。 

（１）補助金申請時に引き続き就労されていること 

（２）市内に居住（住民票上の住所を有している）こと 

 ア 新規転入者 

 イ 市内在住者 

（３）次のアからキのいずれにも該当しない者であること 

 ア 松浦市立の医療機関に勤務している者 

 イ 市内の医療機関を退職後１年を経過していない者 

 ウ 交付申請を行う際に市税等を滞納している者 

 エ 過去に松浦市新生活応援事業実施要綱（平成２８年松浦市告示第６４号）、松浦市ふるさと

就職奨励金交付要綱（平成２２年松浦市告示第３１号）、松浦市後継者育成奨励金交付要綱

（平成１８年松浦市告示第９３号）、松浦市Ｕターン就職奨励金交付要綱（平成１８年松浦

市告示第９４号）又は松浦市介護人材確保支援事業補助金交付要綱（令和８年松浦市告示

第４６号）のいずれかによる補助又は助成を受けた者 

 オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。） 

 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。） 

 キ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの 

 

 

 

 

 

「４．交付額等」の表を参照ください 

https://www.city-matsuura.jp/top/purpose/kenko/9170.html


４．交付額等 

補助対象者 要 件 補助対象期間 申請期間 補助金額 

新規転入者  次の各号のいずれにも該当

する者 

(1) 内定後に本市に住民票上

の住所を定めた者であるこ

と。 

(2) 令和８年４月１日から令

和１１年３月３１日までの

期間に、正規職員の看護師

等として新たに市内の医療

機関（市立を除く）に就職

し、現に雇用されている者

であること。 

※申請は補助対象期間毎に１

回限りとする。 

就職した日 就職した日の翌

日から起算して

６か月以内 

２０万円 

就職後１年を経

過するまでの間 

就職後１年を経

過した日の翌日

から起算して６

か月以内 

１０万円 

就職後１年を経

過した日の翌日

から就職後２年

を経過するまで

の間 

就職後２年を経

過した日の翌日

から起算して６

か月以内 

１０万円 

就職後２年を経

過した日の翌日

から就職後３年

を経過するまで

の間 

就職後３年を経

過した日の翌日

から起算して６

か月以内 

１０万円 

市内在住者  次の各号のいずれにも該当

する者 

(1) 内定前から本市に住民票

上の住所を有している者で

あること。 

(2) 令和８年４月１日から令

和１１年３月３１日までの

期間に、正規職員の看護師

等として新たに市内の医療

機関（市立を除く）に就職

し、現に雇用されている者

であること。 

(3) 新規転入者の項の交付申

請期間の欄に掲げる条件の

補助金の交付を受けていな

いこと。 

※申請は補助対象期間毎に１

回限りとする。 

就職後１年を経

過するまでの間 

就職後１年を経

過した日の翌日

から起算して６

か月以内 

１０万円 

就職後１年を経

過した日の翌日

から就職後２年

を経過するまで

の間 

就職後２年を経

過した日の翌日

から起算して６

か月以内 

１０万円 

就職後２年を経

過した日の翌日

から就職後３年

を経過するまで

の間 

就職後３年を経

過した日の翌日

から起算して６

か月以内 

１０万円 

 

 

５．問い合わせ先 

  松浦市健康ほけん課：０９５６－７２－１１１１（内線１１９） 

            ８時３０分から１７時１５分まで（土日祝除く） 


